
　埼玉県収入証紙は令和６年３月末で使用できなくなりました。
　お手元に未使用の証紙（汚損、毀損した証紙を除く）があるかたは、令和10年12月末までの間、証紙を
返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
　証紙代金の還付をご希望の際は、「埼玉県証紙返還 ・ 証紙代金還付申請書」をご記入の上、
証紙とともに埼玉県出納総務課（☎048-830-5714）までご提出（郵送または持参）ください。
なお、証紙代金の還付は口座振込となります。詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。
　国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください。
【提出先】埼玉県さいたま市浦和区高砂３-15-１　埼玉県出納総務課経理・調整担当
【ホームページURL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/shoushi/shoushi-henkan.html

〇加入の届出が遅れると、保険税は、加入の資格を得た月まで、さかのぼって納めなければなりません。
〇�やめる届出が遅れると、保険税を二重に支払ってしまうことがあります。国保のままで診療を受けると、
国保が負担した医療費をあとで返還していただくことになります。
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ほかの市区町村から転入してきたとき 転出証明書

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の資格喪失証明書

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

子どもが生まれたとき 母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
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ほかの市区町村に転出するとき 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(返却)
職場の健康保険に加入したとき 職場の資格確認書、資格情報のお知らせまたは資格取得証明書

国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(返却)職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(返却)

生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書
国保の資格確認書または資格情報のお知らせ(返却)

国民健康保険に加入するとき、やめるときには、国民健康保険に加入するとき、やめるときには、
14日以内に必ず届出が必要です！14日以内に必ず届出が必要です！
【届出ができるかた】
本人もしくは同一世帯のかた
※�別世帯のかたによる届出には、委任状が必要

【届出に必要なもの（共通）】
窓口に来るかたの本人確認ができる書類
※マイナンバーカード、運転免許証など

後期高齢者医療制度の障害認定について
65歳以上75歳未満で障害をお持ちのかたへ

【対象者】
○身体障害者手帳１級～３級のかた
○身体障害者手帳４級のかたで、次のいずれかに
該当されるかた
　①下肢障害４級１号
　　（両下肢のすべての指を欠くもの）
　②下肢障害４級３号
　　（一下肢を下腿の２分の１以上欠くもの）
　③下肢障害４級４号
　　（一下肢の著しい障害）
　④音声機能または言語機能の著しい障害
○療育手帳Ⓐ、Ａのかた
○精神障害者保健福祉手帳１級、２級のかた
○障害年金１級、２級の年金証書をお持ちのかた

【申請方法】
◎申請場所　住民保険課　保険年金係
◎持参するもの
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・�障害の程度がわかるもの（障害者手帳、年金証
書（障害年金）など）

【保険料について】
　障害認定により後期高齢者医療制度に加入する
場合は、加入月から後期高齢者医療保険料をご負
担いただきます。
※�月の途中で認定を受ける場合は、それまで加入
していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞ
れの高額療養費の自己負担限度額を負担するこ
とになりますので、ご注意ください。

　65歳以上75歳未満の一定の障害をお持ちのかたは、申請により後期高齢者医療制度に加入することがで
きます。

【対象となるかた】
　大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専
門学校、専修学校および各種学校に在学する20
歳以上の学生
※��本人の前年所得が128万円を超えるときは、
この特例の対象とならない場合があります。

【学生納付特例制度の承認期限】
　令和９年３月まで

【申請方法】
　基礎年金番号またはマイナンバーが確認で
きる書類、学生証をお持ちのうえ、住民保険
課までお越しください。
　マイナポータルから電子申請も可能です。
※�学生証に有効期限の記載がない場合は、在
学証明書が必要です。

　国民年金は、20歳以上であれば保険料を納付しなければなりませんが、学生
については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」
が設けられています。詳しくは、年金機構のホームページをご確認ください。

国民年金保険料学生納付特例制度国民年金保険料学生納付特例制度

　令和７年度に学生納付特例の承認を受けたかたで令和８年度も在学予定のかたには、日本年金
機構からハガキが届きます。必要事項を記入して返送することで、令和８年度の申請ができます。
　ただし、当初の申請内容（在学する学校や卒業予定年月日など）に変更がある場合は、役場ま
たは年金事務所で申請手続きが必要です。

　この特例の対象となった期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、将来の老齢基礎年金
額には反映されません。
　ただし、承認を受けてから10年以内の期間であれば、さかのぼって保険料を納めることがで
きます（追納）。

国民年金保険料に関するお知らせ
国民年金保険料が、スマートフォンアプリで納付できます！国民年金保険料が、スマートフォンアプリで納付できます！
　現金、口座振替、クレジットカード、ペイジーなどによる納付に加え、スマー
トフォンのアプリを使用した電子決済での納付が利用できるようになりました。
詳しくは、年金機構のホームページをご確認ください。

【対象決済アプリ】ａｕ ＰＡＹ・ｄ払い®・ＰａｙＢ・ＰａｙＰａｙなど ホームページ
QRコード

ホームページ
QRコード

問合せ＝住民保険課　保険年金係　☎76-1366

問合せ＝住民保険課　保険年金係　☎76-1366

問合せ＝住民保険課　保険年金係　☎76-1366

埼玉県収入証紙代金の還付申請について埼玉県収入証紙代金の還付申請について

問合せ＝埼玉県　出納総務課　☎048-830-5714

県ホームページ
ＱＲコード

埼玉県出納総務課からのお知らせ
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